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平成２３年度施政方針

知名町長 平安 正盛

＜１＞はじめに

西暦２０１１年、平成２３年の第１回知名町議会定例会が開催されるにあたり、

町政に臨む施政方針を明らかにすると共に、平成２３年度の一般会計をはじめ各

特別会計の予算案並びに予算に係わる諸施策等を提案いたし、議会の皆さんをは

じめ町民各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。

本町は、昭和２１年９月に町制を施行して本年度で６５周年の記念すべき節目

を迎えることとなりました。先人達が築いた輝かしい歴史と伝統の跡を辿りつつ、

新たな時代に即応した町づくりを目指しながら、本年度も基本的にはこれまでと

同様に「町政は町民が幸せな生活を演じる（送る）ための舞台づくりである」を

基本理念に、人間（ヒト）・資源（モノ）・財源（カネ）の三つのゲンを大切に

した町政に取り組みますので、皆様方の御理解・御協力を心からお願い申し上げ

ます。

昨年は、民主党を中心とする本格的な政権交代の中で、５月には鳩山内閣から

菅内閣に変わり、引き続き「国民生活が第一」を基本とする各種施策を掲げたマ

ニフェストの実現に引き続き取り組むと共に、「政治主導・地域主権」という観

点からの仕組みによる政権運営が行われました。

特に、公共事業の大幅削減をはじめ補助金の廃止による交付金の拡大、一括交

付金の創設、「事業仕分け」による予算の全面的な見直し、地方の声を反映させ

るための要請活動の一元化等、政権交代による地方の戸惑いは大きいものがあり、

今後の地方行財政の運営は引き続き新しい仕組みに対応することが急務となって

来ました。

このような状況の下、政権交代後の初めての本格的な編成となる平成２３年度

予算案が１２月末に発表され、「新成長戦略」を着実に推進し、経済成長や国民

生活の質の向上を実現するため、「元気な日本復活」への新たな政策・効果の高
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い政策に重点をおいた予算となっている様であります。

加えて、長期化する景気低迷とデフレの流れの中で、一部上場企業では新興国

の成長に支えられた投資拡大等で経常収益が伸び、景気回復が失速する「二番底」

の懸念は弱まり景気回復の軌道にあると云われるものの、依然として企業の国内

空洞化の加速をはじめ内外の不安材料等から、大学・高校等の新卒就職率の悪化

等、国内の雇用情勢は厳しい状況にあり、地域経済への影響は大きく国民生活の

不安は大きな社会問題となっていることから、「新成長戦略」と「財政運営戦略」

を実施し、「経済・財政・社会保障の一体改革」を実現する予算と位置づけてい

るようであります。

しかし、一方では国債発行額をほぼ前年度並みに抑えたものの、国債発行額が

税収を上回る事態が続き、国・地方を合わせた債務残高は平成２３年度末で８９

１兆円と平成２２年度末に比べ２３兆円拡大する見通しで、借金膨張に歯止めが

かからない事態となりました。

一方、本町に目を転ずれば、以前の大型事業の展開による公債費の増蒿や国・

県の財政悪化に連動した財政の健全化、地方分権の推進による事務事業の見直し

等の行財政改革、国民生活の多様化等による農作物の価格低迷から来る農業への

影響、ＴＰＰ参加表明による外圧並びに新たな農政改革への対応、消費者動向の

多様化による地元商工業の不振、少子・高齢化による新たな財政需要や医療・保

健、福祉制度の改革等の新しい制度への対応など、様々な課題が生じました。

しかし、こうした様々な課題においても議会をはじめ町民の温かい御理解・御

協力により、財政の健全化をはじめ町政各般において概ね成果が得られているか、

或いは解決への方向付けがなされフローラル知名のテーマである「花ひらく 夢

ひらく」町づくりができているものだと思います。

この事を踏まえ、平成２３年度の当初予算においては、基本的にはこれまでと

同様に、「人間」「資源」「財源」を大切にする町政の推進を基本に、限られた財

源を有効且つ効率的・重点的に配分し、豊かで住みよい明るい町づくりに努め、

「輝く知名町」建設に向けた予算編成としながら、前述の本年度の大きな課題に

対しても最大限の措置を講じることに努めました。

また、国の第２次補正予算等による「地域活性化（きめ細やかな臨時交付金・

住民生活に光をそそぐ交付金）」、緊急雇用対策事業等の受け入れで、町の平成

２２年度補正予算と連動した当初予算と位置づけ、切れ目のない予算執行に努め

ます。

しかし、国内経済は景気の回復への兆しがあるとはいえ、地方では景気拡大の

実感を感ずることができず、逆に都市・地方間に加えて地域間の格差が拡大して
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いるのが現状であり、以前にも増して国及び地方財政は厳しく、長期債務の増加

による恒常的な財政の硬直化、新政権による公共事業の見直し、そして地方分権

地域主権への移行等をはじめ、地方を取り巻く状況は厳しい情勢となり、同様に

本町の行財政も依然として厳しいものがあり、更なる行財政改革の強力な推進と

財政の健全化への取り組みは大きな課題であり、その面において職員の意識改革

と効率的な行財政の運営は強く要請されるところであります。

この事を踏まえ、全体的には地方財政を取り巻く環境は依然として厳しい状況

にあり、従前と同様自主財源の確保やその他の財源等所要財源の確保に努めると

共に、事務事業の見直し、費用対効果による事業の選択・重点化など経常経費の

大幅抑制に加え、昨年に引き続き三年目の特別職報酬や議会議員の手当等のカッ

トと云った措置を講じるなどして予算編成をいたしました。なお、新政権のマニ

フェストに掲げられている諸施策で、制度設計が３月中に確定する事業等につい

ては、国の動向を見極めながら今後の補正予算で対応することといたします。

＜２＞国並びに県の予算

国においては、民主党政権下の二度目であり、本格的な編成では初めてとなっ

た平成２３年度予算案が昨年１２月２４日に閣議決定いたしました。

平成２３年度の政府予算案は、一般会計の総額が平成２２年度当初予算比０．

１％増の９２兆４，１１６億円となり、２年連続して９０兆円の大台を突破する

過去最大の予算規模となりました。

主な特徴を見ますと、①企業収益の一部回復による法人税収の伸びや所得税の

所得控除の見直し等を見込み、税収が対前年度比９．４％増で２年ぶりに４０兆

円台を確保。②新規国債の発行は過去最大となった前年度とほぼ同額を計上した

ものの、２年連続して税収を大きく上回る借金依存型。③高齢化等による自然増

や「子ども手当」の拡充等による社会保障費が５．３％増で、政策的経費である

一般歳出の５割強。④公共事業関係費は対前年度比１３．８％減で、昨年に引き

続き大幅な減。⑤「ひも付き補助金」の見直し又は廃止に伴う一括交付金（地

域自主戦略交付金）の創設。⑥地方財政への配慮で地方交付税を対前年度比２．

８％（４，７９９億円）増の１７兆３，７３４億円を計上し４年連続の増額。と

いった内容となっています。

こうした背景には、連立与党のマニフェストに示された施策を確実に実施する

観点から、「コンクリートから人へ」の理念に立ち、真に必要なインフラ整備を

戦略的に進めるなど、事業の効率性・必要性を踏まえた優先順位付け並びに費用

対効果分析の厳格な適用、地域主権の確立に向けた新たな交付金の創設等を行う

と共に、「国民の生活が第一」とする民主党の家計への直接支援（子ども手当、

高校の実質無償化、農家の戸別所得補償、高速道路の無料化等）を図る経済政策



- 4 -

によるものだと思われます。

しかし、景気が一部では回復の基調とはいえ、生活実感としては依然として予

断を許さない厳しい状況に思われ、また今後膨らむ社会保障費等の歳出をどの様

に調整するのか、財源不足を補う頼みの特別会計等の「埋蔵金」も枯渇が懸念され、

恒常的な安定した財源をどのように確保するのか、次年度以降の予算編成（財政

規律）に大きな課題を残すこととなったと思われます。

なお、前述の各政策経費のほとんどが予算関連法案の成立を待って実現できる

ものであり、「ねじれ国会」の状況下では政局の流れによってその成否も危ぶま

れており、予算の執行が政局の具になり、国民生活にも大きな影響を及ぼすもの

となり、脆弱な地方財政にとって動向が注目されています。（新年度がスタート

するまでには解決することを願う・・・）

ところで、こうした国の方針を受けて本町における予算総額の５割を占める本

年度の地方交付税の配分見込み額は、平成２０年度以来４年連続の増額となり、

約１％増の２，５７６，９４０千円計上いたしました。なお、国の出口ベースで

は増額となっていますので、今後の動向を見極めながら補正等対応いたしたいと

思います。

しかし、景気回復の停滞気味等による地方財政を取り巻く状況は依然として厳

しいものがあり、また本町の人口が減少傾向にあると共に、少子・高齢化が進む

状況下にあっては、引き続き行財政改革の推進や自主財源の確保等に取り組み、

財政の健全化を図りながら地域の活性化対策を講じる必要があります。

一方、鹿児島県においても、伊藤県政の「３つの挑戦（持続可能性・産業おこ

し・鹿児島おこし）」と「３つの課題（環境・食料・医療福祉）」に取り組みつつ、

平成１７年３月策定の「県政刷新大綱」に基づく行財政構造改革の着実な進展を

図るために、平成２３年度当初予算規模を「改革・活力・安心継続・生活」予算

と位置づけ、対前年度当初比０．４％増の７，７７１億１，８００万円で、３年

連続のプラス予算となっています。

平成２３年度当初予算案の最大の特色は、３２年ぶりに財源不足が解消し、単

年度の収支バランスが取れ、赤字を埋めるための新たな借金もなく、基金の取り

崩しもなく、平成１６年度に４５１億円あった財源不足も７年間でゼロになる編

成となっています。

この背景には、「県政刷新大綱」に基づく職員数と職員給与の縮減による人件

費の抑制や、公共事業の見直しや重点化等による普通建設事業費の抑制の成果で

あり、一方では国の緊急経済対策等による交付金の増など、ここ数年続いた国の

積極的な地方財政対策が追い風になったものだと思われます。



- 5 -

歳入においては全国的な傾向と同様に県税の増収（４．９％増）となり、臨時

財政対策債を含む実質的な地方交付税は３．０％の減になったものの、歳出にお

いては人件費の抑制や公債費の縮減等を図ると共に、平成２２年度の国の第二次

補正予算と連動しての雇用・経済対策への積極的な取り組みが予定されています。

なお、県債は全体の約１４．６％にあたる約１，１３８億で、対前年度比で約

９．０％の減となっています。平成２２年度末の県債残高は１兆３，１１２億円で、

前年度当初より４６８億円減少することとなります。

ところで、延長奄振法の３年度目となる「奄美群島振興開発事業」は、民主党

政権の下で仕組みが前年度に引き続き大きく変わり、公共事業が新交付金（社会

資本整備総合交付金、農山漁村地域整備交付金）を含めて１７１億１，０００万円、

（前年度対比８５％）、非公共事業で５億１，８００万円（対前年度比１２０％）

となり、前年度当初予算比約２４％減の総額１７６億２，８００万円となりました。

平成２３年度は上記総額の他に、新たに所謂「一括交付金」（仮称＝地域自主

戦略交付金）が公共事業に３３億円程度加算される予定であり、これを加えた公

共事業の奄振予算総額では２０９億円程度となり、対前年度比では１０２％と伸

びる予定であります。

また、現政権が掲げる大胆な予算の見直しによる新たな政策・効果の高い政策

に重点配分し、元気な日本を復活させることを狙いに、その仕組みとして「元気

な日本復活特別枠」が奄美群島振興開発事業にも設定されました。（奄振予算の

総額の内、公共事業で１７億３，０００万円、非公共事業で３，３００万円の合

計＝１７億６，３００万円）

この特別枠は、概算要求の段階では概ね１兆円程度に設定し、各省全体の要望

基礎枠を約２兆３，０００億円以内とすると共に、予算編成の透明化を図るため

に国民から広くパブリック・コメントを募り、それを基に「政策コンテスト」に

よる優先順位を決め、最終の予算措置額は２兆１，０００億円となったが、この

手法による編成仕組みが最終予算案に反映されたかは評価が分かれるところとな

りました。

延長奄振法では、課題となっていた自立的発展を目指した「事業のソフト化」

に重点が置かれ、計画策定においても市町村が主体となった制度への転換がなさ

れると共に、農業・観光（交流）・情報の三分野を重点化するなどとし、その効

果として「雇用機会の拡充」が大きく期待されましたが、前年度に引き続き公共

事業の見直しによる予算の大幅な削減と、補助金に代わる交付金の創設等、新政

権の下で大きく様変わりしました。ただ、非公共事業が対前年度比２０％増の計上、

並びに公共事業の「社会資本整備総合交付金」による「効果促進事業」は、「事

業のソフト化」に配慮されたものだと思われます。
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なお、主な事業として「箇所付け」が判明しておりませんが、県道等の道路網

の整備をはじめ農業基盤整備、農業集落排水事業、奄美農業創出支援事業（営農

ハウス等の農業施設）、等が計画されております。又前年度に引き続き奄美地域

の世界自然遺産登録を視野に入れた「国立公園」指定（本年度中の予定）に向け

た調査も行われる計画であります。

また、農業農村整備の推進で国営土地改良（地下ダム）事業は前年度見送りと

なったダム軸本体の着工可能な予算額が見込まれ、地下ダム造成による上水道の

水源地移設については平成２２年度末に完成し、本年度から本格的に新水源地か

らの水道が供給できる運びとなりました。

なお、昨年３月末の期限切れであった過疎地域自立促進特別措置法も４月に６

年間延長の改正法が成立し、従来からのインフラ整備に加えてソフト事業も新た

に過疎債の対象になるなど、制度の拡充も盛り込まれた事となり、本町において

も昨年策定いたしました「第５次・知名町総合振興計画」とリンクした過疎計画

に反映させる事となりました。

＜３＞町政の課題等について

① 行財政改革の推進・強化

本町においては、平成１７年度策定で平成２１年度終期の「第三次知名町行財

政改革大綱」で事務事業・組織機構の見直し、給与・定員の適正化などを推進し、

町民の多様なニーズに即応しつつ、活力に満ちた魅力ある地域社会づくりに積極

的に取り組んできたところでありますが、一部において実現できなかった事項も

あり、「集中改革プラン」の達成状況を検証しながら、本年度中に新たな観点か

らの見直しにも取り組みたいと思います。

なお、行財政改革の推進は職員をはじめ関係機関はもとより議会や町民の御理

解と御協力は不可欠であり、アクション（行動）・ミッション（使命）・パッシ

ョン（情熱）の三つのションを念頭に、職員の資質向上のための研修体制に取り

組みながら、共生・協働の社会づくりに努めたいと思います。

ところで、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率が平成１８年度以

降は年々改善されましたが、依然として高い状態で推移しており（平成１７年度

＝１０１．０、平成１８年度＝９９．３、平成１９年度＝９８．５、平成２０年

度＝９４．５、平成２１年度＝８８．８）、類似団体＝８８．１と改善されつつ

ありますので、行財政改革の推進を通じて経常収支比率の改善（逓減化）に努め

たいと思います。
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また、平成２２年度を初年度とする「第５次・知名町総合振興計画」（１０ヵ

年計画）を基調に、「みんなで創り、みんなで育む、みんなの町」を目指して、新

たな政策課題も含め町の活力度を高める諸施策に取り組みます。

②財政の健全化について

本町は、以前からの大型プロジェクト事業の推進等による公債費の増嵩で、依

然として厳しい財政状況に変わりはなく、引き続き公債費負担適正化計画に取り

組むと共に、行財政改革の推進と一体となって更なる強力な取り組みが必要であ

り、予算編成に当たっては、この事も重要な課題であります。

平成１９年度から新たな財政指標として導入された「実質公債費比率」でも、

本町は１８．６％で非常に高く（前年度＝２０．６％）、本県平均の１４．５％

を大きく上回り、地方債を発行するには国の許可を要する１８％以上の団体とな

っています。償還のピークは過ぎましたが、知名小学校校舎等の建設をはじめ新

たな事業の展開で新規の借入れもあり、事業の緊急度や必要度などを勘案した事

業の選択が必要であります。

同時に、前述の財政の弾力性の指標である経常収支比率８８．８％（前年度

＝９４．５％）の更なる逓減化に向けた取り組みも必要であり、また平成１９年

６月に公布された「地方公共団体財政健全化法」により前年度から健全化判断比

率及び資金不足比率の算定並びに公表等に関する規定が施行され、それに基づく

新たな財政指標の数値基準が示されることとなりました。加えて、先に国と地方

の役割分担の見直しに向けた「地方分権推進法」等との改革により、地方は地域

経営を自らの責任と権限で主体的に担っていくためには、更に公正で合理的かつ

効率的な行財政運営が求められることにもなります。

それに伴い、本町は「実質公債費比率」、「将来負担比率」の指標において高い

数値を示しており、更なる財政の健全化に向けた対策が必要となります。

従って、「第５次・知名町総合振興計画」を踏まえながら歳入見込みの的確な

把握と自主財源の確保の徹底と併せて、町債への依存度の抑制や経常経費の節減、

事務事業の徹底した見直し、職員定数の適正化等による歳出の抑制を行い、財源

の重点的・効率的配分により、最小の経費で最大の効果が得られるように努める

ことが肝要であります。

以上の各財政指標を踏まえながら予算編成を進めた結果、平成２３年度の当初

予算は一般会計で総額５，０８４，５００千円で対前年度比でほぼ同額の予算規
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模となりました。

これは、国の予算でも述べましたように地方交付税等の地方財政支援の強化に

より、地方への重点配分が功を奏した結果であると共に、久しぶりの大型事業と

なる前年度継続の知名小学校校舎建設事業、緊急雇用創出事業、子ども手当等に

よる増額予算となったことによるものであります。

歳入においては、税財源に乏しい本町の地域経済に加え農業生産の伸び悩み等

で町税収入が年々減少の傾向にあるも、農林水産業費分担金等の増により自主財

源は前年度より約０．４％増、歳入全体に占める比率は１７．３％となっています。

依存財源は基地周辺障害防止対策事業費補助金等の減がありましたが、雇用関係

の県補助金等の伸び等もあり、歳入全体に占める比率は８２．７％となっており、

前年度と比べると約０．２％減となりました。

こうした財政構造の硬直化を打開するためには、スクラップ＆ビルドやサンセ

ットといった行政評価の基本ルールに則り、従来にも増して行財政改革の強力な

推進と併せて自主・自立・自興の意識を前年度に引き続き住民側にも必要に応じ

要請する等、共生・協働の社会づくりに向けた意識改革も大きな課題となってお

ります。

特に、国の地域主権の推進、国庫補助負担金や地方交付税の大幅な増加が望め

ない状況であり、更なる行政の効率化・スリム化に向けた新たな観点からの行財

政改革に取り組みながら、財政の健全化を図る必要があります。

なお、平成２０年度の税制改正で「控除対象寄附金」の拡大（ふるさと寄附制

度）が実施されており、現行の所得控除方式から税額控除方式に改められるのを

機に、自主財源の確保の観点から「沖洲会」等本町出身者や知名町ファンの幅広

い方々から「ふるさと寄附（納税）」を募り、「ふるさとまちづくり基金」造成に

取り組んでまいりました。

その結果、初年度の約３５０万円に加え、平成２１年度末の総額は約７４５万

円に達し、平成２２年度分は２月末で約２５１万円となり、約１，０００万円を

超える基金が見込まれることとなりました。本年度中に寄附をされた方々の趣旨

が活かされる基金活用計画を策定し、年次的な事業推進に取り組むと共に、引き

続き多くの皆様方のご支援が頂けるようお願いいたしたいと思います。

また、平成２１年度に引き続き特別職報酬の月額１０％カット、議会議員の御

理解による期末手当の２０％カット等、人件費全般にわたっての見直しも実施す

る予定であり、その関連議案を今議会に提出いたしております。

こうした取り組みの積み上げによって捻出された財源で、町の活性化に向けた
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単独事業の導入、新規事業への重点的配分等を行い、新たな行政需要への対応が

図られるものであります。

③ 農政改革への対応

昨年は、家畜の口蹄疫の拡大で畜産振興に大きな影響を及ぼす事態が生じまし

たが、それ以上に国論を二分する大きな問題が生じました。それは、農業も含め

たグローバル経済の大きな流れの中、貿易自由化への対応が様々な形で議論され

てきましたが、唐突にＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ：環太平洋戦略的経済

連携協定）への参加を「第３の開国・平成の開国」と捉え、積極的な参加意欲を

菅首相は表明されたことであります。

この「ＴＰＰ」は、農畜産物を含めた物品貿易について原則として全品目が即

時または段階的に関税を撤廃すると共に、サービスをはじめ政府調達、知的財産、

人の異動等を含む包括協定だと云われています。

政府は６月頃までに参加の是非を決するとの意向を示していますが、仮に参加

した場合は国内経済に及ぼす影響は極めて大きく、特に農畜産物の輸入自由化は

国内農業を崩壊させるものだとし、農業団体や地方自治体等全国的に参加阻止を

訴えています。本町の基幹作物であり、地域経済の大きな支えとなるサトウキビ

は壊滅的な影響を受けることとなります。

政府は、「戸別所得補償制度」でしっかりカバーすると共に、高いレベルの経

済連携（ＴＰＰ等）の推進と我が国の食料自給率の向上や、国内農業・農村の振

興とを両立させことを狙いに「農業構造改革（食と農林漁業の再生）推進本部」

を設置し、持続可能な経営実現のための農林漁業改革の基本方針を策定するとな

っていますが、不透明な部分もあり今後の動向が注視されるところであります。

何れにしても、本町にとっては議会も反対決議をしていますので、地域産業の基

幹となる農業を守るためにもＴＰＰ参加を反対するところであります。

一方、平成１７年度に決定された「新たな食料・農業・農村基本計画」に基づき、

担い手の経営に着目した新たな「品目横断的経営安定対策」と併わせ、環境保全

を重視しつつ農地・農業用水などの地域資源を保全向上させる農地･水･環境保全

向上対策についても引き続き実施されることとなり、各集落で「共生・協働」に

向けた活発な活動が展開されてきました。

特に、国は平成１９年度から導入されたサトウキビ等の新しい助成制度である

「品目別経営安定対策」は、地域の基幹作物であるサトウキビの安定生産と生産

費の低減化を一段と進めるため、一定の基準を満たした生産者や受託組織に新た

な仕組みで助成する制度（交付金制度）となりましたが、制度の受け皿となる全

農家で構成する「さとうきび部会」が設立され、全てのサトウキビ農家が対象と
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なると共に、事務手続きや交付金の支払い時期等もＪＡ等関係機関の支援で大き

な混乱もなく進められました。

しかし、この経過特例も前年度から新たな要件で実施されることとなり、農家

の減少や高齢化への対応等、並びに小規模・零細農家が多い現状に鑑み、今後は

集落営農の組織化に向けた取り組み、農作業受託組織の強化、農地集積の推進、

認定農業者の増加等に取り組む予定であり、それに伴う関係職員の育成・確保も

必要かと思われます。現段階で加入要件の緩和（受委託作業の拡大）が実施され、

結果的には従前通り全耕作農家が交付金の対象となりましたが、この制度に変わ

る新たな「戸別所得補償制度」が前年度から創設され、本年度から畑作の特定作

物にも拡大されますが、サトウキビについては当面の期間は現行制度で対応され

るものと思われます。今後への対応はＴＰＰとの関連も含め情報の収集や新制度

への対応等について取り組まなければなりません。

その外、国営地下ダム関連工事も本格的な着工から４年目を迎え、事業の計画

的な推進が図られ、事業が予定通り完成されることが期待されましたが、平成２

２年度予算配分が大幅に縮減され、ダム本体工事の着工の遅延が危ぶまれたと共

に、関連の県営の土地改良事業の進捗も懸念されるなど、早期の事業効果の出現

が厳しい状況となりました。しかし、本年度の奄振事業費においてはダム本体の

一部着工可能な事業費も見込まれ、地元として安堵いたしたところであります。

何れにいたしても、事業の計画的な推進を図る事業費の確保と、畑かん施設を

活用した足腰の強い農業の確立に向けた営農体系の構築に取り組むことは喫緊な

課題でありまので、引き続き関係機関と連携しながら取り組むことといたします。

④ 町民の健康増進並びに医療・福祉体制の充実

これまでにも増して高齢化や生活様式の多様化による疾病構造の変化による、

国民医療費が年々増大すると共に、平成１２年度にスタートした介護保険制度や

平成２０年度からの「後期高齢者医療保険制度」並びに「特定検診・特定保健指

導」の実施等、保健・医療・福祉を取り巻く環境は大きく変貌いたしました。

また、近年の新型インフルエンザの流行が猛威をふるい、町民生活に大きな影

響を及ぼしましたが、感染症対策への取り組みも重要な課題となりました。

町としても、町民の健康増進への関心の高まりやその重要性が増大しており、

健康づくりや疾病予防を積極的に推進するための環境整備が要請されていますの

で、引き続き関係者の研修や集落での説明を行い、制度の周知徹底を図ると共に

今後も制度の円滑な推進を図るために組織体制の充実や所要財源の確保に努めな

がら、町民の健康増進と医療・保健・福祉制度の長期的安定に向けた取り組みを

行います。

また、少子化・高齢化対策においては、国や県の諸施策と相まって、地域の実
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情に配慮したきめ細かな施策に取り組みたいと思います。主な施策は妊婦健診無

料化の拡大、各種予防接種の無料化の継続、介護保険事業第４期計画の推進等で

あります。

こうした観点から、本年度は昨年度補正で計上した「出産環境支援事業」を拡

充し、地元で子供を産み・育てる環境づくりへの取り組みによる産科医師の確保

対策や、従来の「乳幼児医療費助成」事業を「子ども医療費助成」事業に変更す

ると共に、対象を「就学前」を「小学校卒業」までに拡大することとしました。

その外、国では後期高齢者医療制度の全面的な見直しと関連して、国民健康保

険制度の広域化の検討も行われており、県では地域医療再生基金を活用した医師

不足対策やドクターヘリの導入による緊急医療体制の充実等に取り組まれる予定

であります。

町としても国や県の諸施策と連携しながら、町民の保健・福祉・医療の充実に

向けた取り組みに努めたいと思います。

以上主要な四つの大きな課題が挙げられますが、これらの事務事業の円滑な執

行が図られるよう万全の体制で臨むと共に、国並びに県・関係機関とも緊密な連

携を図りながら、フローラル知名のテーマである「花ひらく・夢ひらく町」となり、

豊かで・明るく・住みよい町づくりに努めます。

（その他の主要課題については別添「予算編成方針」を参照）

＜４＞むすび

以上、平成２３年度当初予算の編成に当たって基本方針を述べました。この基

本方針を踏まえて、本年度の一般会計予算案は前年度とほぼ同額の５，０８４，

５００千円と定め、各特別会計（下記＜参考＞）についても所要額を計上いたし、

厳しい中でも、費用対効果の観点から事業の必要性並びに緊急度等を勘案しなが

ら、事業内容や積算等において十分精査し、併せて平成２２年度の補正予算によ

る交付金等と連動しながら町の活性化に向け積極的な予算編成に努めました。

冒頭にも申し上げましたとおり、「町政は、町民が幸せな生活を演じる（送る）

ための舞台づくりである」ということであり、そのためには人間＜ヒト＞・資源

＜モノ＞・財源＜カネ＞の三つのゲンを大切にしながら町政を進めるということ

であります。

結びに当たって、平成２３年度も引き続き議会をはじめ関係機関はもとより、

町民の御理解と御協力をお願いいたし、厳しい行財政の環境にありつつも、町制

施行６５周年の記念すべき節目の意義ある本年度が更なる発展のために、そして

次なる新たな発展のために最大限の努力を傾注いたしたいと、決意を新たにいた

すところであります。
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＜参考＞ 平成２３年度各会計予算（水道事業会計を除く） （単位；千円）

会 計 名 予 算 額 対前年比

一 般 会 計 ５，０８４，５００ ０．０

国民健康保険特別会計 １，０７０，２３７ ▲ １．３

老人保健特別会計 （後期高齢者医療制度） 廃止

特 介護保険特別会計 ７１０，７６４ １１．０．

後期高齢者医療特別会計 ７２，０２０ ２．４

別 奨学資金特別会計 １９，８２４ ▲ ５．５

国民宿舎特別会計 ４７，５８１ ▲ ２．０

会 公共下水道事業特別会計 １２１，３１１ ▲ ２．７

農業集落排水事業特別会計 ２６６，３１０ ▲ ９．６

計 合併処理浄化槽事業特別会計 ２７，１９８ ４．６

土地改良事業換地清算特別会 ２８，７２１ ▲３３．９

計

小 計 ２，３６３，９６６ ０．３

合 計 ７，４４８，４６６ ０．０
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具体的な施策について

１．豊かな町づくり・・・・・産業の振興
①基幹作物のサトウキビを中心に花卉・園芸・葉たばこ等の畑作振興と

畜産との複合経営による農家所得の安定・向上対策

・戸別所得補償制度導入に向けた対応への検討

②基盤整備並びに畑かん（県営・国営）事業等の推進

・継続地区の早期完成に向けた事業の推進

・新規地区の事業着工＝畑総事業の第二西原地区

・次年度新規地区の導入計画の準備・・・余多２期地区

・国営土地改良事業推進に向けた取り組み

（円滑な工事推進への支援、営農推進体制の拡充）

・基地周辺障害防止事業「宝田地区」の完成に伴う事業効果の促進

・農業の基本である「土づくり」の推進・・・土壌分析機器の活用

・畑地かんがい推進モデル事業の推進＝正名地区

・農地・水・環境向上対策事業の推進

・地域用水環境整備事業による余多・上平川地区の活用

・瀬利覚～芦清良海岸の県単防災林事業の推進

③かごしまの農林水産物認証に基づく「食の安全・安心」に対応した環境保全

型農業の推進

④農地の集積化による規模拡大農家の育成

・認定農業者組織の強化並びに農地流動化の促進

・きび部会や営農法人（さとうきび営農法人）の組織強化

⑤奄振事業での「営農用ハウス」施設（１地区）

⑥新規就農支援システムの確立

⑦地域資源を活かした特産品の開発

・「地（知）産地（知）消運動」の推進並びに「食農教育」の推進

・特産品の研究開発と販路の拡大

⑧６次産業化対策の検討

⑨商店街の活性化と商工会の育成強化

⑩「緊急雇用創出事業」並びに「ふるさと雇用再生特別基金」事業の活用

２．幸せな町づくり・・・・・福祉の向上
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①少子・高齢化社会に対応した各種福祉対策の推進

・育児支援対策としての「出産祝金」制度の拡充

・妊婦健診無料化の拡大（５回→１４回）の継続や出産環境支援事業の拡充

・乳幼児（子ども）健康支援事業の推進・・・対象年齢の拡大

②高齢者の生きがい並びに健康づくり対策の推進

③新しい介護保険制度の円滑な運営とサービスの充実

・介護保険第四期計画の推進

・介護サービスに加え「介護予防サービス」等による給付事業の充実

・地域包括支援センターの機能充実

・在宅介護サービスの拡充、小規模多機能施設の開設

④保健・医療・福祉の連携による町民の健康増進対策

・医療保険制度の改革への対応

・後期高齢者医療制度への対応

・少子化対策における母子保健施策の充実

・安心して子供を産み、育てる環境の整備

産婦人科医師の確保対策として「過疎債ソフト分」の充当

・特定健診、特定保健指導体制の充実

⑤消防施設設備の整備推進・・・防火水槽の新設

⑥障害者福祉対策の充実

⑦少子化社会における保育所運営の在り方の検討

⑧あまみ長寿・子宝プロジェクト事業との連携

３．人づくりは町づくり・・・・・教育の充実
教育委員会と連携しながら

①地域に開かれた学校の機能を備えた校舎の整備

・知名小学校校舎の完成と屋内運動場の建設

・文教施設の耐震化対策の推進

②学力向上の推進と生徒指導の充実

・指導法改善に努め、基礎・基本の定着化を図る。

・新学習指導要領に対応した教育の推進

・「共汗と共感」を実践し、心と心が響き合う人間関係を培う

・郷土の文化や自然・産業に親しむ総合的な学習の充実

③少子化社会における幼稚園の在り方の検討（幼保一元化等の検討）

④「教育・文化の町」宣言による各種施策の推進

・既存施設の活用による生涯学習環境の整備と人材の育成

・「あしびの郷・ちな」の利用促進

⑤郷土の伝統芸能と文化の継承（地域博物館構想の推進）

・奄美ミュージアム構想事業との連携

・家庭・地域にある「宝（文化財）」の活用
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⑥スポーツ活動の推進による地域の活性化

４．住みよい町づくり・・・・・生活環境の整備
①住吉地区農業集落排水事業の推進

②合併処理浄化槽設置の推進（２０基）

③公共下水道事業の継続促進、田皆及び下平川地区の農集排施設を含めた

加入（接続）率の促進

④国営事業に伴う上水道代替水源施設の供用開始

・良質な水の確保（硬度低減化）と安定的な供給並びに水道事業の健全化

⑤廃棄物処理施設の整備充実とリサイクル社会の建設

・リサイクルの徹底、ゴミ減量化への取り組み（巡回指導員の配置）

・下水道排出汚泥の再利用（堆肥化）施設の活用

・生ゴミのリサイクル処理（液肥化）・・・新規

⑥交通（道路）・通信体系の拡充

・幹線町道の整備並びに県道整備の促進（継続並びに新規事業への取り組み）

（知名正名海岸線改良、徳時吉野線改良、黒貫大堂線改良、大山林道線

舗装）

（県道：徳時地区、田皆地区）

⑦大山の森林機能（水源涵養、保養等）の保全対策

⑧防災対策の強化＝知名漁港高潮対策事業

⑨沖永良部バス企業団の経営改善対策、バス路線の見直し

・乗合タクシーの実証実験の実施・・・新規

５．元気がある町づくり・・・・・財政基盤の強化
①新政権下に於ける「補助金から交付金化」仕組みへの対応

・交付金活用に向けた企画、政策能力の向上・・・企画部門の強化

②財政の健全化に向けた行財政改革の推進

・「集中改革プラン」等の新たな観点からの計画策定・・・新規

・情報システムの再構築による電算化の推進及びＩＴ社会への対応

・地域主権に対応する職員の研修体制の充実等による資質の向上

③自主財源の確保

・町税や分担金、住宅使用料等の徴収率向上対策

（収納対策の強化）

・町有財産の活用（財産管理の強化）

④「ふるさと寄附（納税）」によるふるさとまちづくり基金の活用 （再掲）

⑤定住人口並びに交流人口の増加対策

・雇用創出事業の活用による就労機会の確保

・「空き家」改修による住宅の確保・・・新規

⑥既存の公共施設再整備の基本計画の策定・・・新規

⑦㈶知名町振興開発公社の公益法人改革への対応
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６．財政の健全化並びに地方分権推進に対応した共生・協働社会づくり

の推進


